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1.1.3 静的地震力による評価 

東海第二発電所の既設設備については，建設工認時は旧建築基準法に基づく静

的震度（Ｃ０）に対する評価を行っていたが，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（原子力規制委員会）等では，現在の建築基準法に基

づく静的震度（Ｃｉ）に対する評価が求められている。このことから，今回工認で

は機器・配管系について以下の手順にて，静的震度（Ｃｉ）に基づく評価を行う。 

(1) 評価手順 

静的震度（Ｃｉ）に対する評価は，以下の①～④の手順により評価を実施

する。耐震裕度を算出する際の応答加速度は，1.2ZPA を用いる。評価フロー

を図４に示す。 

 

【耐震評価における関係性】 

・3.6Ｃｉ及び 3.6Ｃ０に対する許容限界 ＝設計用地震及びＳｄに対する許容

限界 

・建設時に 3.6Ｃ０による発生値 ≦ 許容限界 を確認済み 

 

【評価手順】 

①：建設工認時，耐震評価の入力として用いた静的震度Ｃ０と静的震度Ｃｉ

を比較し，Ｃ０≧Ｃｉとなる設備は静的震度Ｃｉによる評価を省略する。

図５に建設時と今回工認震度分布図を示す。 

 

 

 

 

図５ 建設時Ｃ０と今回工認Ｃｉの震度分布図（原子炉建屋） 
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②：震度を用いて簡易的に判断することが困難な設備 

建屋機器連成解析設備のうち建屋機器連成解析結果にて得られた荷重

を用いて直接評価を実施する設備，配管系及び配管反力を用いる設備に

ついては，静的震度による評価省略を簡易的に判断することが難しいこ

とから静的震度Ｃｉを用いた評価を実施する。 

 

【フローで NO となる設備例】 

原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内部構造物（建屋機

器連成解析の荷重を使用する設備）原子炉格納容器，配管系 

 

③：許容応力状態ⅢＡＳの評価に用いる設計震度（以下「設計震度」という。）

と静的震度とを比較し，設計震度／静的震度≧必要比率となる設備 

 

設計震度と静的震度とを比較し，設計震度を用いた評価結果における

水平方向と鉛直方向の荷重の組合せ方法に応じた比率（以下「必要比率」

という。）以上であれば，静的震度による評価を省略する。 

なお，震度を用いた荷重の算出は一般的に線形解析を実施しており，震

度と荷重の関係は線形的な関係になることから，震度比を用いて静的震

度による評価の省略の判断に用いることは問題ないと考える。 

動的地震力による設計震度の水平方向と鉛直方向の荷重の組合せは，

SRSS 法又は絶対値和法を適用し，静的震度の水平方向と鉛直方向の荷重

の組合せについては，絶対値和法を適用している。 

なお，絶対値和法は水平方向と鉛直方向の最大荷重を絶対値和として

組み合わせる方法であり，水平と鉛直の最大荷重が同時刻に同位相で生

じることを仮定している。このため，実際の荷重以上の荷重が加わる保守

的な組合せである。 

設計震度の荷重の組合せにおいて SRSS 法を適用した場合，水平方向及

び鉛直方向の動的震度が静的震度よりも大きくても，水平方向と鉛直方

向の組合せ後では動的地震力の荷重のほうが小さくなる場合がある。 

また，水平震度と鉛直震度の荷重に対する応答は異なるため，水平震度

と鉛直震度の組合せが静的震度より大きい場合でも，荷重又は応力とし

ては小さくなる場合がある。 

このため，設計震度／静的震度の比較は，設計震度による評価において

の荷重の組合せ方法に応じて，また水平震度及び鉛直震度の荷重に対す

る応答が異なることを踏まえ，以下検討を行う。 
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③－１：設計震度による評価において荷重の組合せが絶対値和法の場合 

設計震度の絶対値和と静的震度の絶対値和は以下の様に表わされる。 

 

静的震度の絶対値和＝Ci +  Cv    ・・・(1) 

設計震度の絶対値和＝C  +  C    ・・・(2) 

 C  ：設計震度  (水平) C  ：設計震度（鉛直） C    ：静的震度（水平） C   ：静的震度   (鉛直)（＝0.29） 

 

静的震度の水平震度と鉛直震度の絶対値和が設計震度の水平震度と鉛

直震度の絶対値和より大きい場合でも，水平震度と鉛直震度の荷重に対

する応答が異なることにより，震度の絶対値和の大小関係と荷重の絶対

値和の大小関係が異なる場合がある。 

このため，組合せ震度の比較ではなく，水平震度と鉛直震度を分けて評

価する。 

簡易的には Ci≦CHD かつ Cv≦CVD であれば，水平，鉛直及び組合せの震

度と荷重は設計震度による評価の方が静的震度による評価より大きくな

る。 

このため，水平方向と鉛直方向の荷重の組合せに絶対値和法を適用す

る場合の静的震度の省略条件としては，設計震度の水平及び鉛直震度の

それぞれが静的震度の水平及び鉛直震度以上とする。 
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③－２：設計震度による評価において荷重の組合せが SRSS 法の場合 

a. 震度による評価の考え方について 

一般的に，水平震度と鉛直震度による荷重の組合せ（絶対値和法と SRSS 法）

としては，以下の様に表わされる。 

 

絶対値和法：|M |   + |M |    
（水平及び鉛直震度による同方向の最大荷重が同時刻・同位相で発生すると

仮定して，絶対値和として組み合わせる。） 

 

SRSS 法  ：  (|M |   ) + (|M |   )  
（水平及び鉛直震度による同方向の最大荷重の非同時性を考慮して，各々の

最大荷重を SRSS として組合せる。） 

 

本評価においては，水平震度による荷重ＭＨと鉛直震度による荷重ＭＶはそ

れぞれの震度と線形的な関係にあることを踏まえて，簡易的に震度に置き換

えて評価する。 

 

b. 静的震度の絶対値和と設計震度の SRSS の比較 

a.の考えを踏まえて，静的震度の絶対値和と設計震度の SRSS は以下によ

うに示される。 

静的震度の絶対値和＝Ci +  Cv        ・・・(1) 

設計震度の SRSS         ＝  (C  ) + (C  )  ・・・(3) 

 

③－１と異なり，設計震度の水平震度と鉛直震度の組合せは SRSS である

ことから，(1)と(3)を比較するために，(3)に設計震度 
                (= 1) を乗

じると， 

 

 

                 ×   (C  ) + (C  ) =  (C  +  C  )  ×   
 (   )  (   ) (        ) ・・(5) 

 

  

水平及び鉛直震度 

による応答 

ＭＨ：水平震度による荷重 

ＭＶ：鉛直震度による荷重 

同方向の荷重を生じる 

Ｍ
Ｈ
 Ｍ

Ｖ

Ｃ
Ｈ

Ｃ
Ｖ

Ⅰ：設計震度の絶対値和 Ⅱ：組合せ方法の変更 
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となり，設計震度の水平震度と鉛直震度の絶対値和に絶対値和法から SRSS

に組合せ方法を変更することによる減少分を乗じた関係になる。このため，

③－１の静的震度の絶対値和と設計震度の絶対値和の比較に加えて組合せ方

法の変更による減少分を設計震度に考慮する。 

 

Ⅱは設計震度の SRSS と絶対値和の震度の比であり，この比と水平震度と

鉛直震度の比 CVD/CHD との関係を図６に示す。 

 

 

 

 

図６ SRSS と絶対値和の震度比と鉛直震度と水平震度の比との関係図 

 

なお，図６の SRSS と絶対値和の震度比は，以下のように式を変換して算出

している。 

 (C  ) + (C  ) C  +  C  =  1 + (C  C  ) 1 + C  C   

 

図６から，SRSS と絶対値和の震度比が最小となるのは鉛直震度と水平震度

の比が 1（鉛直震度と水平震度が同じ）の場合であり，このときの SRSS と絶

対値和との比は以下に示すとおり 1/ 2となる。 

  (C  ) + (C  ) C  + C  =  2  (C  ) 2  C  = C    2C   2 =  22 = 1 2 ( 0.707) 
 

このため，絶対値和法から SRSS 法に組合せ方法を変更した場合，組合せ荷

重は最大 1/ 2減少する。 

  

S
R
S
S
と

絶
対

値
和

の
震

度
比

 

鉛直震度と水平震度の比 
C  C   

10



23 

これを踏まえ，(5)のⅡを簡易的に最小値である 1/ 2に置き換えると，設

計震度の SRSS は以下のように設計震度の水平震度と鉛直震度に 1/ 2を乗じ

た絶対値和となる。 (C  +  C  ) ×  
1 2 = 1 2 C  + 1 2 C       ・  ・・・(6) 

 

これは，③－１に示す静的震度の水平震度と鉛直震度の絶対値和と設計震

度の水平震度と鉛直震度の絶対値和と同じ関係であり，設計震度の水平震度

と鉛直震度に対して 1/ 2減少しただけである。 

このため，③－１の省略条件である Ci≦CHD かつ Cv≦CVD に加えて減少分

1/ 2を考慮して，設計震度の水平及び鉛直震度のそれぞれが静的震度の水平

及び鉛直震度の 1.42 倍(≒  2)以上であれば，静的震度による評価を省略す

ることとする。 

 

c. 設計震度と静的震度の絶対値和又は SRSS 同士での比較 

b.では静的震度の絶対値和と設計震度の SRSS での比較を示したが，これ

は絶対値和又は SRSS 同士での比較より厳しくなることを以下に記す。 

 

【設計震度と静的震度を絶対値和法で比較】 

 

 C  + C  Ci + Cv      
 (C  ) + (C  ) Ci + Cv  

分子（設計震度）を SRSS から絶対値和に変更しており，絶対値和の方が SRSS

より大きくなることから，SRSS と絶対値和の比より大きくなる。 

 

【設計震度と静的震度を SRSS 法で比較】 

 

  (C  ) + (C  )  (Ci) + (Cv)      
 (C  ) + (C  ) Ci + Cv  

分母（静的震度）を絶対値和から SRSS に変更しており，SRSS の方が絶対値

和より小さくなることから，SRSS と絶対値和の比より大きくなる。 

 

  

絶対値和での比 SRSS と絶対値和の比（現状評価） 

SRSS と絶対値和の比（現状評価）SRSS での比 
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【フローで YES となる設備例】 

③－１：ほう酸水注入系ポンプ（絶対値和法を適用している設備） 

・評価方法 C   3.6C  かつ C   1.2C  
・計算方法 

水平震度：1.67≧1.03(3.6Ci) かつ 

鉛直震度：1.44≧0.29(1.2Cv) 

 

水平及び鉛直ともに静的震度より設計震度の方が大きいため，評価を省略でき

る。 

 

③－２：炉心スプレイスパージャ（SRSS 法を適用している設備） 

・評価方法 C   1.42 × 3.6C  かつ C   1.42 × 1.2C   
・計算方法 

水平震度：1.68  1.42 × 0.96(3.6Ci)   = 1.37  かつ 

鉛直震度：  0.77  1.42 × 0.29(1.2Cv) = 0.42        
 

静的震度の水平及び鉛直を 1.42 倍した震度より設計震度の方がともに大きい

ため，評価を省略できる。 

 

④：静的震度（3.6Ci）による評価を実施 

  ①～③のフローにて抽出された設備について静的震度（3.6Ci）による評価を

実施する。 

 

(2) 評価結果 

評価結果を添付－6 に示す。添付－6 に示すとおり，すべての機器において，静的

震度に対する耐震安全性を確認している。 

 

12



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：簡易的に判断することが困難な機器は，建屋機器連成解析で得られた荷重を用いる

設備，配管系等をいう。 

※２：水平方向及び鉛直方向の各々に対して満足することとする。 

 

図４ 静的地震力に対する評価フロー  

静的地震力Ｃｉの設定 

①Ｃ０≧Ｃｉ 

省略可能 

（簡易評価にて静的地震力は許

容応力（ⅢAS）を満足する。） 

YES 

NO 

④静的震度 Ci による評価 

②震度を用いて簡易的に

判断することが可能か※１

③－１ 

設計震度≧静的震度※２ 

YES 

YES 

NO 

YES

水平方向と鉛直方向の荷重の組合せ 

③－２ 

設計震度≧ 

  1.42×静的震度※２ 

絶対値和法 ＳＲＳＳ法 

NO 

NO 
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